
   
 

令 和 ６ 年 ８ 月 19 日 

水 管 理 ・ 国 土 保 全 局 

水資源部水資源計画課 

河 川 環 境 課 

 

関東地方、四国地方で渇水による取水制限を実施 節水にご協力を！ 

～「渇水情報連絡室」を設置し、情報収集・連絡体制を強化します～ 

 

 

 
 

 

 

○国土交通省では、関東地方、四国地方において渇水により取水制限を実施している状況
※１を踏まえ、渇水情報の収集・連絡体制を強化するため、令和６年８月 19 日に「国土

交通省水管理・国土保全局渇水情報連絡室」※２を設置します。 

 

 ※１ 利根川水系鬼怒
き ぬ

川
がわ

 ：７月 19日より取水制限を実施 10％ 

        吉野川水系吉
よし

野川
のがわ

 ：８月 16日より取水制限を実施 20％ 

       仁淀川水系仁
に

淀川
よどがわ

 ：８月 15日より取水制限を実施 30％ 

 ※２ 全国の渇水の状況等を踏まえ国土交通省に設置。今後、渇水対策を推進するため特別の必要

があると国土交通大臣が認めた場合には、国土交通大臣を本部長とする「国土交通省渇水対策

本部」を設置。 

 

○本日より、国土交通省ＨＰ「渇水情報総合ポータル」において、全国の渇水状況をとり

まとめ、情報提供を行ってまいります。 

 国土交通省ＨＰ「渇水情報総合ポータル」

https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/mizukokudo_mizsei_kassui_portal.html 

 

○限られた水資源を有効に活用するため、節水にご協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 国土交通省では、関東地方、四国地方において降雨量が平年より少なく、渇水となって

いることから、渇水情報の収集・連絡体制を強化するため、本日、水管理・国土保全局内

に「渇水情報連絡室」を設置します。 

【問い合わせ先】 

水管理・国土保全局水資源部水資源計画課 総合水資源管理戦略室 吉川、安元 

TEL 03-5253-8111（内線 31-233、31-234）、03-5253-8390 (直通)  



水資源部ＨＰ「渇水情報総合ポータル」

水資源部HPトップ画面

バナーリンク先画面

全国の渇水状況

※画像は令和6年4月当時のもの


